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衆
議
院
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丸
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質
問
に
対
し
、
別
紙
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を
送
付
す
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
公
益
通
報
制
度
の
課
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
は
、
「
公
益
通
報
者
保
護
法
を
踏
ま
え
た
国
の
行
政
機
関
の
通
報
対
応
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
外
部
の
労
働
者
等
か
ら
の
通
報
）
」
（
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
関
係
省
庁
申
合
せ
）
を
作
成
し
、
公
益
通
報
者
保
護

法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
益
通
報
者
に
該
当
し
な

い
者
に
つ
い
て
も
、
事
業
者
の
法
令
遵
守
を
確
保
す
る
上
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
か
ら
の
通
報
を
受
け
付
け
る
こ
と
、
通

報
者
の
同
意
を
得
ず
に
そ
の
特
定
に
つ
な
が
り
得
る
情
報
を
当
該
事
業
者
に
開
示
し
な
い
こ
と
等
に
よ
り
、
通
報
者
の
保
護

を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
者
の
法
令
遵
守
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
消
費
者
庁
に
お
い
て
は
、
「
公
益
通
報
者
保
護
法
を
踏
ま
え
た
地
方
公
共
団
体
の
通
報
対
応
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（
外
部
の
労
働
者
等
か
ら
の
通
報
）
」
（
平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
消
費
者
庁
）
を
作
成
し
、
地
方
公
共
団
体
に

対
し
、
国
の
行
政
機
関
と
同
様
の
取
組
を
促
し
て
い
る
。 

一
の
２
の
前
段
に
つ
い
て 

 
 

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る



 

２ 

 

改
正
後
の
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
事
業
者
の

実
態
を
踏
ま
え
て
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
は
、
改
正
法
の
施
行
後
に
お
い
て
、
当
該
措
置
の
実
施
状

況
を
十
分
に
把
握
し
、
改
正
の
効
果
を
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。 

一
の
２
の
後
段
及
び
３
の
前
段
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
内
部
通
報
の
体
制
整
備
が
な
い
中
小
事
業
者
に
通
報
す
る
場
合
」
が
新
法
第
三
条
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
「

正
当
な
理
由
が
な
く
て
漏
ら
す
と
信
ず
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別

具
体
的
な
事
案
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
今
後
、
同
号
に
規
定

す
る
公
益
通
報
を
行
お
う
と
す
る
者
の
判
断
に
資
す
る
情
報
の
提
供
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

一
の
３
の
後
段
に
つ
い
て 

 
 

新
法
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
に

対
し
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
適
切
に
把
握
し
て
ま
い
り
た
い
。 



 

３ 

 

一
の
４
に
つ
い
て 

 
 

常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
事
業
者
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
が
適
切
に

実
施
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
を
周
知
す
る
等
の
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

消
費
者
庁
が
平
成
二
十
八
年
度
に
三
千
人
の
労
働
者
等
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
に
お
い
て
、
元
労
務
提
供
先
の
不
正
行

為
に
つ
い
て
退
職
後
に
通
報
又
は
相
談
を
し
た
経
験
が
あ
る
旨
を
回
答
し
た
者
は
百
三
十
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
当
該
通
報

又
は
相
談
を
し
た
後
に
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
た
経
験
が
あ
る
旨
を
回
答
し
た
者
は
五
十
七
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
該

労
働
者
等
の
う
ち
連
絡
先
の
提
供
が
あ
っ
た
者
に
対
し
、
同
庁
が
実
施
し
た
追
加
調
査
に
お
い
て
、
元
労
務
提
供
先
等
の
不

正
行
為
に
つ
い
て
退
職
後
に
通
報
又
は
相
談
を
し
た
後
に
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
た
経
験
が
あ
る
旨
を
回
答
し
た
者
は
十

人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
退
職
か
ら
通
報
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
内
で
あ
る
旨
を
回
答
し
た
者
は
九
人
で
あ
っ
た
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
退
職
後
一
年
以
内
と
せ
ず
、
主
観
的
起
算
点
に
よ
る
期
間
に
す
る
必
要
は
な
い
か
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
新
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
通
報
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
改
正



 

４ 

 

法
の
施
行
後
に
お
い
て
、
改
正
法
の
施
行
状
況
を
十
分
に
把
握
し
、
改
正
の
効
果
を
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。 


